
「教師力」向上のための指針

～新しい人材育成システムの構築に向けて～

京都府教育委員会



はじめに

21世紀を迎えた教育は大きな転換期にあり、国においても、さまざまな教育

改革が進められています。中央教育審議会は、平成18年７月の答申「今後の教

員養成・免許制度の在り方について」の中で、「教員には、不断に最新の専門

的知識や指導技術等を身に付けていくことが重要となっており、『学びの精神』

がこれまで以上に強く求められている」として、研修の重要性を強調していま

す。また、同年12月に公布・施行された改正教育基本法においても、教員の使

命と職責の重要性を踏まえ、研究と修養に励むこと、養成と研修の充実が図ら

れるべきことが規定されています。

京都府では、新京都府総合計画の実現を着実なものとするための中期ビジョ

ンとして、平成17年３月に「『人・間中心』の京都づくり ５つのビジョン」を
にん げん

とりまとめ、「意欲と情熱を持った先生」を育てることを重点目標の柱として

きました。

また、府教育委員会では、「『京の子ども、夢・未来』プラン21 － 京都府の

教育改革－」に基づき、府民の信頼を高める学校づくりのために「がんばる先

生・支援プラン」という形で「教員の意欲を高め、指導力の向上を図る研修」

の充実を提示し、教育改革に取り組んでいるところです。

このような中で、教員の大量退職・大量採用時代を迎え、質及び量の両面か

ら、優れた教員を養成・確保することが極めて重要な課題となっています。そ

のため、養成から、採用、研修に至るまで、総合的で一貫性のある人材育成シ

ステムを構築し、一層効果的な取組を実施していく必要があります。

教員を育てるためには、まず、「求められる教員像」が明確でなければなり

ません。その上で、人材育成の基本的な考え方を定め、具体的な「人材育成方

策」を講じていく必要があることから、平成18年７月に、学識経験者、経済界

や保護者の代表などからなる「『教師力』向上に関する検討委員会」を設置し、

人材育成の在り方を総合的に検討してきました。同年11月、同検討委員会から、

「求められる京都府の教員像」と「具体的な人材育成方策」についての「提言」

を受け、その後、今日的な教育課題への対応など多岐にわたって協議された内

容も含め、平成19年３月には「最終まとめ」としてとりまとめられたところで

す。

この冊子は、その「最終まとめ」や平成18年６月に実施した「人材育成に関

するアンケート」の結果も踏まえ、人材育成に係る様々な取組を関連付けなが

ら、新しい人材育成システムの構築を進めるための方向性を整理したものです。

この冊子が、21世紀の京都府の公教育を担う教員育成の在り方について、皆

さん方の理解を深めていただくための一助となることを願ってやみません。
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１ 人材育成の基本的な考え方

今日、児童生徒や保護者の価値観が多様化し、学校教育に対するニーズも複

雑化・多様化の一途をたどり、また、地方分権が更なる進化を遂げつつある中

にあって、府教育委員会と市町村教育委員会が、関係法令を踏まえ、それぞれ

の果たすべき役割を強く意識しながら、公教育に対する府民の熱い期待を真摯

に受け止め、府民への説明責任をしっかりと果たしつつ、学校における教育活

動をさまざまな側面から的確にサポートしていくことが強く求められている。

「教育は人なり」と言われているように、学校教育の成否は、最終的にはそ

の直接の担い手である教員に負うところが極めて大きいことは今更いうまでも

ない。教員一人一人が「府民の信託を受けて教育に携わっている」という自覚

を新たにし、その上で、意欲的に、専門的知識、指導技術、更には幅広い教養

を身に付けながら、人間性や社会性を磨くべく研鑽を積み、今日時点において

強く求められる教師力を高めることのできるような環境整備を図ることは、極

めて重要である。

しかも、大量退職・大量採用の時代を迎える中で、確かな学力、豊かな人間

性、健康や体力などの「生きる力」を身に付けた児童生徒を育てることのでき

る、意欲と情熱にあふれた教員を、これまで以上に効果的に育成する仕組みを

構築することは、まさに喫緊の課題でもある。

本府においては、従来から、教師力の向上を図るために研修の体系化など様

々な方策に取り組んできたところであるが、これからの人材育成は、このよう

な時代背景も踏まえながら、養成、採用、研修段階における個別の施策を充実

させることはもちろん、意欲ある退職教員の優れた能力の活用に至るまで、長

期的な展望に立って、一貫した取組を進めることが重要である。

また、人材育成の在り方を重視しながら人事管理を行うことや、日常の教育

活動を通じて教員が相互に資質能力を高め合うことのできる職場環境づくりに

努めることなど、総合的な観点からの取組を強めていくことも必要である。

この度、上記の諸課題を踏まえ、教職に対する使命感と情熱を持って、次代

を担う児童生徒を育てることのできる人材を育成するための方向性を示すこと

とした。

今後は、これに基づきながら新しい人材育成システムの構築を着実に進め、

本府における教師力の更なる向上を目指していくものとする。
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(1) 求められる京都府の教員像

「求められる京都府の教員像」は、本府の教員を育成するために、最初

に明らかにしておかねばならないものである。校種や地域、学校の状況な

どにより、求められるものは様々であるが、「人材育成に関するアンケー

ト」の結果等も踏まえて、「教師力」向上に関する検討委員会では、下記

の５点に整理された。

（資料１を参照してください。）

○ 児童生徒に対する教育的愛情と、教職に対する使命感・情熱を持

っていること。

○ 豊かな感性を持ち、明朗かつ健康で、人間的魅力にあふれている

こと。

○ 高い「授業力」を持ち、児童生徒に確かな学力をつけることがで

きること。

○ 社会的良識と自ら学ぶ意欲を持ち、児童生徒や保護者、職場の同

僚、地域の人から信頼されること。

○ 「ふるさと京都」への理解と愛情を深めるとともに、国際的な視

点に立った教育を推進することができること。

多くの府民が教員に期待しているのは、児童生徒に確かな学力と豊かな

人間性を身に付けさせ、一人一人の自主性や個性を尊重しながら、使命感

と責任感をもって職務に励むことではないか、というように考えられる。

児童生徒は、教員の直接的な言葉はもとより、その言葉を発する教員自身

の生き方や人となりに大きな影響を受けるものである。教育に関する指導

技術や知識の習得、今日的な教育課題への対応力の向上が大切であること

はいうまでもないが、教職が児童生徒の全人格的な成長に関わるものであ

る以上、教員自らが、人格の陶冶を目指す主体そのものでなければならな

い。

この「求められる京都府の教員像」は、教員志望者にとっては「目標」

にするべきものであり、また、現在教員である者にとっては不断に意識し

省みるべきものなのである。
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(2) 人材育成システムの概念

教員の人材育成を効果的に進めるためには、養成、採用段階においては、

有為な人材を確保すること、研修段階においては、教員一人一人が人材育

成の重要性を認識し、研修への積極的な参加や自己啓発への取組を心がけ

ることが、教師力の向上にとって大切である。

そのためには、養成、採用段階における取組の工夫・改善や充実、研修

体系の再構築、人材育成のための人事管理、教員が互いに切磋琢磨できる

環境づくりなどに関して、府教育委員会、市町村教育委員会及び学校がそ

れぞれの役割分担を意識しながら組織的に取り組むことが極めて重要であ

る。

なお、取組を進めるに当たっては、市町村規模や学校規模の違いも十分

踏まえることが必要である。

そこで、養成、採用から研修及び研修以外の育成機会のあらゆる要素を

点検し、改善や新たな取組を検討しながら、それらを「人材確保」、「人材

開発」、「人事管理」、「学校経営」（※）という４つの柱立てでとらえ直し、

相互に関連付けて人材育成を図ることが、システムの基本的な考え方とし

て有用であると考えられる。
（※この場合の「学校経営」の概念については、５頁を参照してください。）

すなわち、本府における人材育成システムは、この４つの柱を相互に関

連付けつつ、府教育委員会を含む関係機関がそれぞれの役割を果たしなが

ら、教員の人材育成を図り、「京都府の教師力向上」を目指すものという

ように考えるべきである。

なお、人材育成システムの概念図を示すと、下図のようになる。

（詳細な概念図については、資料３を参照してください。）

人材確保

人材開発 人事管理

学校経営

養 成 採 用

異 動

昇 任

職場環境づくり

教職員

評価制度

研 修

京都府の
教師力向上
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① 人材確保

人材確保に関しては、「教員養成」・「教員採用」それぞれの段階

での積極的な取組を通して、教員志望者を拡大し、優秀な人材を確

保する。

人材確保とは、養成、採用段階を通じて、教員志望者の質的向上への支援

とその拡大に努めるとともに、将来にわたり成長していこうとする優秀で多

様な人材を確保することである。

昨今の社会情勢の急激な変化や教員の大量退職・大量採用時代を背景に、

養成段階においては、教員として必要な多くの基本的資質能力をこれまで以

上に身に付けることが、教員志望者に求められている。このような状況を踏

まえると、大学等で行われている教員養成においては、学生の実践的指導力

育成に向けての支援を拡充するとともに、今後の教員需要を見据え、教員志

望者を拡大するための取組を一層充実させることが必要である。

また、採用段階においては、中長期的な視点から退職者数や児童生徒数の

動向等を的確に把握した上で、計画的な教員採用を行うとともに、求められ

る教員像をより鮮明な形で提示し、こうした教員像に合致するような優秀で

多様な人材を確保するための取組を更に充実させることが重要である。

② 人材開発

人材開発に関しては、「学校内」、「学校外」での研修全般を見直し、

教員の経験や職務等、ライフステージに応じた新しい研修体系を構築

する。

人材開発とは、さまざまな研修機会等を有効に活用することによって教員

の資質能力を高めていくことである。元来、教職は、不断の研究と修養が求

められる職業であり、教員自身が教育の専門家として自ら学び、生涯にわた

る職能成長を図っていくことが必要とされている。

したがって、教員の経験年数や職能発達の度合い、校種の違い、教員のニ

ーズ、職務内容等に対応した多様な研修を整備、充実させるとともに、各学

校においては、校内研修の活性化を図るなど、教員が自らの学びと気付きに

より成長する仕組みづくりに積極的に取り組むことが重要である。



- 5 -

③ 人事管理

人事管理に関しては、教員の意欲や資質能力の向上の観点を踏
まえた「異動」や「昇任（登用）」を行う。

人事管理とは、採用から退職に至るまでの間、一人一人の教員に対して、

服務、異動、昇任、給与等の諸要素の観点から、管理・監督していくことで

ある。

とりわけ、人事異動は、学校経営体制の充実、指導体制の強化、学校組織

の活性化等とともに、教職員一人一人に豊富な経験を積んでもらうことによ

り資質能力の向上を図るものであることから、適材適所の配置に努めるとと

もに、地域間・校種間・課程間の交流を推進する必要がある。

また、管理職の大量退職を見据え、計画的・効果的に管理職候補者を養成

しながら、より円滑な学校経営と教職員の人材育成にリーダーシップを発揮

できる管理職を任用し、さらにその適材適所の配置を図っていくことも必要

である。

今後とも、望ましい学校組織の在り方も見据えながら、教職員評価等も踏

まえて教員一人一人の特性や能力を生かし、そのモチベーションを高められ

る配置に留意するなど、人材育成の観点を重視した人事管理が求められてい

る。

④ 学校経営

学校経営に関しては、管理職を中心に教員一人一人が意欲を持
って教育活動ができる職場環境づくりを推進する。

学校経営とは、府民の信頼を高める学校づくりのために、一人一人の教員

の資質能力の向上を図りながら、学校の組織を活性化させ、機能を充実・発

展させる行為全体を指すものである。

大量退職・大量採用の時代を迎えた今日において、教員同士が互いに切磋

琢磨し、自己啓発への意欲を喚起し、学びと気付きにより自己の資質能力を

向上させるなど、自律的に人材育成を図るための職場環境づくりは、喫緊の

課題である。また、すべての教職員が学校経営への参画意識を持つとともに、

日々の教育活動を通じた人材育成の重要性を認識し、互いに授業力やコミュ

ニケーション能力等を高め合えるような「場」を設けることも求められてい

る。

また、教員の育成に関わっては、従来から管理職の指導、助言が大きな役

割を果たしており、加えて教職員評価制度の導入によって、教職員育成の観

点がより明確となったことから、管理職のマネジメント能力を向上させるこ

とが一層重要となっている。

なお、さまざまな研修の機会の活用（上記②）、適材適所の人事管理（上

記③）などについても、児童生徒によりよい教育環境を提供し、また、教員

を現場で育てていくための構成要素として関連付けてとらえ直してみること

も、これからの学校経営において重要である。
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(3)「４つの柱」の今後の方向性

「人材確保」及び「人事管理」については、従来から、府独自の先駆的な

内容も含めて、充実した取組が行われており、引き続き、今後も工夫・改善

を重ねながら発展的に継承していくこととする。

また、「人材開発」については、「教師力」向上に関する検討委員会の「提

言」及び「最終まとめ」やアンケート結果も踏まえ、府教育委員会として新

たに取り組むべき最重要課題であることから、次章「新しい研修体系の創設」

として詳述した内容でもって、今後、検討していくこととする。

さらに、改正教育基本法や中央教育審議会の答申内容を受け、「教員の質

の向上」に関しても、新たな制度の導入等に向けた取組が進められており、

今後の国の動向を注視し、これまでの京都府の教育施策の内容を踏まえ、柔

軟で迅速な対応をすることも必要である。

「学校経営」という側面に関わっていえば、これまで、各学校において、

管理職のリーダーシップの下で自律的な人材育成を図るべく職場環境づくり

が進められてきたところである。今後は、それに加えて、府教育委員会とし

ても、「人材開発」の要となるべき新しい研修体系の創設等を図ることによ

って、教員の経験や職務内容に応じた資質能力をより一層向上させるととも

に、日常的なＯＪＴ（学校の日々の校務の中で、教員が互いに学び合いなが

ら、計画的に能力の向上を図る研修）や校内研修の更なる活性化等に関して、

学校経営に資する視点に立った積極的支援を行っていくものとする。

（資料３を参照してください。）
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２ 新しい研修体系の創設

「教師力」向上に関する検討委員会から示された「具体的な人材育成方策

に関する提言」は、教員の大量退職・大量採用を背景に、養成、採用、研修

の各段階ごとに整理されたものである。特に研修段階においては、「研修全

般の見直しについて」、「総合教育センターの機能充実について」、「地元京都

の知的・人的財産の活用について」、「校内研修の活性化など、各学校の自律

的な人材育成について」、「管理職やミドルリーダーの育成と退職教員の優れ

た能力の活用について」など、教員の研修に関して、ほぼ網羅的な内容とな

っている。

上記の提言を踏まえ、人材開発の中核をなすものとして、新しい研修体系

を創設するに当たり、「研修体系の見直し」、「校内における研修の活性化」、

「校外における研修の充実」及びそれらを支援する「退職教員の優れた能力

の活用」の４点にわたって、それぞれ、次のように具体的な方向性を示すこ

ととする。

(1) 研修体系の見直し

従来、任命権者である府教育委員会としては、教員の教職生涯全般にわた

って研修を積極的に実施するため、市町村教育委員会や関係機関の協力を得

ながら、研修の体系化を図ってきたところである。

しかしながら、社会の急速な変化に伴って学校が抱える教育課題が複雑・

多様化する中、教員には、不易なものとされる資質能力の向上とともに、新

たな専門的知識や指導技術等を身に付けていくことが強く求められている。

加えて、教員の大量退職・大量採用の時代においては、「ベテラン教員の大

量退職に伴う教科指導力などの低下をどうやって回避するか」、「学校を支え

る中堅教員の不足をどうカバーするか」、「管理職を計画的にどうやって養成

するか」など、新たに生じる様々な課題に対応するため、従前とは異なる観

点の下で、これまでの研修体系を抜本的に見直す必要がある。

【今後の方向性】

大量退職・大量採用に伴って生じる喫緊の課題や、いじめ・不登校、

特別支援教育などの今日的な教育課題に対応するため、「府・市町村・

学校の役割を整理した上で総合的かつ横断的な調整を図ること」、「教員

のニーズや社会の変化に対応して研修講座の『精選と新設』及び『内容

や実施方法の見直し』を図ること」、「様々な知的・人的資源を有効に活

用するとともに、社会の構成員としての視野を拡げるための研修を取り

入れること」などを重要な観点として、教員のライフステージに応じた

研修体系を構築する。
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［研修体系見直しのポイント］

<教員個々に応じた研修>

・教員のニーズや経験・職務等ライフステージに対応した研修体系

の整備（求められる力量に応じた多様な研修を設定）

<現地現場性の重視>

・市町村教育委員会や学校等と有機的連携を図りながら、校内研修

をはじめ現地現場性を重視した研修の実施

<人材育成力の結集>

・府・市町村・学校の有機的連携とコーディネート

・国、独立行政法人教員研修センター等との協働

・大学・大学院等の研修機会の充実

・地元京都ならではの教育資源の活用

今後、計画的な人材育成を図る上で必要となる「教員のライフステージ

に応じて求められる資質能力」を示すと、次頁のようになる（実際には、

経験年数だけではなく、職能発達の度合いや校種の違い、職務内容等に応

じて求められるものは当然異なることになる。）。

また、以上述べたことを基にして、京都府における新しい研修体系を、

現時点で整理してみると次々頁のようになる。

(2) 校内における研修の活性化

校内における研修は、教員の人材育成の基本になるものである。教員の資

質能力は、日々の教育活動全般を通じて向上していくものであり、学校内の

管理職を含むすべての教員が互いに切磋琢磨し、連携し合って教育活動を行

う環境をつくることが重要である。特に、大量退職・大量採用の時代にあっ

ては、ベテラン教員の優れた指導技術の伝授や教員同士の相互育成のために、

校内研修体制の整備・充実を図り、研究授業や公開授業を積極的に実施して、

授業評価の機会を拡充することも必要である（アンケート結果でも、多くの

教員が「勤務校研修に力を入れるべきである」と回答していることに注目す

べきである。）。

各学校では、すでにテーマを設けて課題解決や指導力向上のための校内研

修に取り組んでいるが、今後更に、管理職は、校内研修を計画的に実施する

ための体制づくりに向けてリーダーシップを発揮するとともに、教員も、校

内研修の場において積極的に相互交流を図り、自由闊達に批評し合うなどし

て、資質能力の向上に努めることが大切である。



- 9 -

教員のライフステージに応じて求められる資質能力
ライフ 研修

ステージ の観点 求 め ら れ る も の

・ 教育公務員としての自覚と使命感を持ち、教育活動に必要

な基礎的・基本的な知識、技能及び職務遂行能力を身に付け

るとともに、児童生徒を中心とした対人関係能力の向上を図

る。

・ 自らの職能成長について自覚し、積極的に授業実践を積み

重ね、教科指導や学級経営を始めとする専門的知識、技能を

身に付けるとともに、保護者、学校に関係する地域住民等と

の対人関係能力の向上を図る。

・ 国及び本府の施策を踏まえ、ミドルリーダーとしての自覚

と使命感を高めるとともに、実践的指導力と校務分掌組織の

運営力量、学校組織内外との対人関係能力の向上を図る。

・ 校務分掌組織のリー ・ 授業、学級経営、生徒

ダーとして、自らの役 指導等の分野において専

割を自覚するとともに 門的な知識や技能を身に

学校運営に関する専門 付けるとともに、自らの

的な知識や実践力を身 見識を学校組織全体に波

に付け、組織の活性化 及させる能力の向上を図

に向けた対人関係能力 る。

の向上を図る。

・ 学校内外における役 ・ 学校内外における役割

割と責任を自覚し、学 と責任を自覚し、授業を

校の特色や抱える課題 中心とした教育実践等に

等を正しく分析し、リ おけるリーダーシップを

ーダーシップを発揮し 発揮するとともに、特色

て特色ある学校づくり ある学校づくりに取り組

を推進する。 む。

・ 学校経営・管理を円 ・ 教職員の資質能力の伸

滑に行うために、管理 長への支援をするととも

職としての識見を高め、 に、教育活動全般にわた

経営力量と人材育成能 って実践的指導力を発揮

力の向上を図る。 し、学校組織の活性化を

図る。
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図
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京都府における研修体系（見直し後）

ライフ 研修 求める 総合教育センター 大学･

の 資質 大学院･ 国
ステージ 観点 能力 民間企

集合研修 出前研修 業等

○教職員評価と連動 ○免許更新制度

※研修体系における市町村教育委員会、学校等の位置づけは、今後、具体的検討及び調整を行い明確化を図る。
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【今後の方向性】

教員が鍛えられる最も大切な場は「学校」であり、その中核と位置づ

けられるものは「授業研究」である。また、各学校における自律的な校

内研修は、学校全体の教育力向上に大きな役割を果たしている。これか

らの、大量退職・大量採用時代には、蓄えられた知的・人的財産の継承

は喫緊の課題であり、各学校が校内研修を中心として自律的な人材育成

に積極的に取り組むとともに、府教育委員会を含む関係機関がそれをし

っかりと支援していくことが大切である。

・若手教員を対象としたベテラン教員による授業実践力の指導機会の

拡充

・各学校における校内研修体制の整備と、研究授業等の授業評価機会

の拡充

・校内研修を支援するコーディネーター等の派遣の検討

・校内研修指導者を養成するための研修実施と校内研修ハンドブック

の作成

(3) 校外における研修の充実

校外における研修については、受講者の効果的な資質能力の向上を目指し、

研修の精選と重点化を図るとともに、研修方法の工夫・改善を行い、総合的

な体系化を図ることが重要である。また、教員一人一人が、自らの希望に応

じて計画的、意欲的に研修に参加できるような環境を整備することも必要で

ある。更に、研修終了後には、その成果を日常の教育活動に活かすことはも

ちろん、同僚教員と成果を共有できるよう、校内研修との連携を図りながら

学校全体の教育力向上につなげることが必要である。

総合教育センターは、従来から、法定研修や専門研修等、様々な研修を実

施し、校外における研修の中核的役割を担ってきた。しかしながら、優れた

指導力を持つ教員の大量退職や新規採用者の増加に伴う様々な課題に対応す

るためには、集合研修を中心とした従来の研修の形態を変えていくとともに、

より効果的・実践的な研修の在り方について、更なる研究に取り組む必要が

ある。その上で、府教育委員会、市町村教育委員会、学校等が有機的に役割

を分担し合い、効果的な人材育成を図るために、研修全体を一元的に管理・

調整する機能も求められるところである。

また、地元京都の知的・人的資源を活用し、教科指導力の向上や中堅教員

の不足に伴うミドルリーダーの育成を図ることはもちろんのこと、教員の財

産ともなる「出会いの場」をできるだけ多く提供し、教員自身がその自己教

育力の向上を目指していけるような支援策を講じることも大切である。
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《総合教育センターの機能の抜本的見直し》

【今後の方向性】

総合教育センターの機能を抜本的に見直し、より精選された研修の実施

主体になることに加え、学校等への直接的な指導・支援機能を強化しなが

ら、京都府の研修全般を一元的にコーディネートする機関に位置付ける。

主な機能の具体的な充実の方向性等を示すと、次のとおりである。

［ 研修全体のコーディネート機能 ］

総合教育センターを中核として、本庁、教育局、市町村教育委員会が

それぞれ人材育成施策を効果的に実施できるよう研修全体をコーディネ

ートする機能を充実させる。そのため、総合教育センターは、人材育成

に関する様々な情報を集約するとともに、国や教育研究団体等も含む関

係機関の有機的連携・協力において中心的役割を果たすものとする。

［ 研究機能 ］

今後、府における教員研修をより実効あるものとするため、研究機能

を基盤として「研究・研修・指導」の一体化を図る。そのため、総合教

育センターを中心に、本庁・教育局の指導主事、研究協力校等と有機的

連携を図った研究体制の構築を目指すこととし、さらに国や独立行政法

人教員研修センター等との連携・協力を深め、最先端の研修に関する共

同研究も行っていくものとする。

［ 指導・支援機能 ］

学校の教育実践への支援やコンサルテーション（学校の主体性を重ん

じた適切な助言や協議）機能を充実させる。主な支援策として、学校等

への出前講座（教科・領域、校内研修支援等）の実施をはじめ、カリキ

ュラムセンターとして、ＩＴＥＣコンテンツ（総合教育センターのホー

ムページで提供される教育に関する資料・情報）、様々な指導資料及び

視聴覚教材等の充実による広範な情報提供を行うとともに、教員の自主

的な研究や実践交流ができる「場」を提供するものとする。

［ 研修機能 ］

総合教育センターは、研究・コーディネート機能を基盤として、より

質の高い研修を実施するとともに、今後、教育局、市町村教育委員会と

一層緊密な有機的連携を図り、現地現場性を重視した研修を充実させる

ものとする。

特に、法定研修と指導者養成研修の基幹部分を担うような、専門研修

については、地元京都の大学や民間企業等の知的・人的資源を積極的に

活用していくものとする。
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［総合教育センター機能充実］

・研修全体をコーディネートする機能の充実

・研修の基盤となる研究機能の充実

・市町村や学校への直接的な指導・支援機能の充実

機能充実の具体的検討については平成19年度に行い、平成20年度には実

施に移すことを基本とする。

《地元京都の大学や企業などの知的・人的資源の活用》

【今後の方向性】

地元京都の大学や企業等との連携・協力を強化し、教員の専門性やマネ

ジメント能力の向上に資する専門性の高い講座を開講するものとする。

・地元大学との連携による、教科指導力等の向上を目指した専門性の

高い研修の実施

・地元の企業や研究機関が持つマネジメント等の優れたノウハウを活

用した、ミドルリーダーの育成を図るための研修の実施

(4) 退職教員の優れた能力の活用

教員の大量退職・大量採用の時代を迎え、ベテラン教員が持つ優れた教育

実践力を伝えることがより一層重要となっている。現在も初任者研修指導教

員など、多くの退職教員に活躍していただいているが、今後、人材育成をは

じめ、更に幅広い分野において、意欲ある退職教員の優れた能力を積極的に

活用することが必要である。

【今後の方向性】

退職教員のもつ優れた教育実践力を一層有効に活用するために、今後早

急に具体的な仕組みを検討するものとする。

・退職教員の経験や力量を、人材育成等に有効活用（退職教員教育サ

ポートプロジェクト）

以上述べたことを基にして「総合教育センター機能充実後のイメージ図」

を示すと、次頁のようになる。
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総合教育センター機能充実後のイメージ図
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３ 人材育成システムの構築に向けた今後の取組について

京都府の新しい人材育成システムを有効に機能するよう構築し、人材育成

を推進していくためには、府教育委員会が中心となって市町村教育委員会、

学校及び関係機関が互いに役割を分担し合い、横断的な調整も図りながら、

具体的施策に取り組むことが必要である。

そのため、以下に示すような推進体制を整備するとともに、先に述べた「４

つの柱」を相互に関連付けながら、組織的・継続的に人材育成を推進してい

くこととする。

(1) 人材育成を推進するための組織の設置

平成19年度以降、人材育成システムの構築を具体的かつ円滑に進めるた

めに、以下の組織を設置する。

① 人材育成システムの構築を推進するための組織

人材育成システムの構築を具体的に進めるための推進検討組織を設置

し、基本的な方針、具体的な施策の検討等を含め、全体の進行管理を行

う。

② システムの具体化の方策を検討するための組織

上記組織の下位に位置し、必要な主要課題ごとに具体的な施策等の検

討を行うためのワーキンググループとして複数設置する。

各グループの構成員については、本庁、教育局、総合教育センターに

加えて、市町村教育委員会や学校からも参画してもらうこととし、学校

現場の実態に即した実効ある協議を行う。

(2) 人材育成システムの構築に向けた今後の工程

この冊子で提示した新しい人材育成システムの方向性を踏まえ、今後、

府教育委員会として、どのような工程で具体的な構築を進めていくのかを

明らかにする必要がある。

「人材開発」の要として今後の方向性を具体的に示した「新しい研修体

系の創設」や「総合教育センターの機能の抜本的見直し」をはじめ、養成、

採用、研修の各段階における主要課題の解決に向けた具体的な年次計画等

を作成の上、３年程度での目標実現を目指し積極的に取り組むものとした

い。



おわりに

新しい人材育成システムの構築に向けての方向性は、これまでの様々な資質

能力の向上の機会を総点検し、個々の育成要素について改善を図る視点から、

「人材確保」、「人材開発」、「人事管理」、「学校経営」の４つの柱立てで整理し、

関連付けたものです。

このシステムによって、公教育に携わる関係者の一人一人が資質能力の向上

に係る全体像を把握し、理念を共有するとともに、すべてを「育成」の観点で

とらえ直してみることが、何よりもまず、重要です。

これまで必ずしも明確に体系立ててこなかった個々の育成要素が、行政の施

策の中で、そして学校現場の教員、特に管理職の意識の中で、統一的に関連付

けられ、その上で、システムを構成する各要素の具体的な取組が積極的に推進

されることの意義は、極めて大きいものと考えられます。

すなわち、このような「府全体で教員の人材育成を支える」という協働意識

の下ではじめて、管理職の教員に対する見方や接し方が変わり、より大局的な

見地に立った指導助言がなされ得るとともに、行政機関の実施するさまざまな

施策と学校現場における教育活動が協働して「人材育成」を推し進めることが

できるのです。


